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地域開発特別委員会会議録 
 

○日  時  平成２１年７月１４日（火）  午後３時００分 

○場  所  全員協議会室 

○協議事項   

１ 新体育館測量調査委託について 

２ その他 

○出席委員・議員 

   委員長  永井  泰仁 君       副委員長  古畑  秀夫 君 

委員  塩原  政治 君         委員  金子  勝寿 君 

委員  山口  恵子 君         委員  青柳  充茂 君 

委員  鈴木  明子 君         委員  今井  英雄 君 

委員  丸山  寿子 君         委員  中野  長勲 君 

委員  古厩  圭吾 君         委員  白木  俊嗣 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○欠席委員  

なし  

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

副市長        青木 俊英 君 

生涯学習部長     大和 清志 君 

スポーツ振興課長   青木 隆之 君 

体育施設係長     青木 敏彦 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

局長  酒井 正文 君     次長  成田 均 君     議事調査係長  中野 知栄 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後３時００分 開会 

○委員長 皆さん、お暑い中、御苦労さまでございます。定刻になりましたので、全員、委員さんもそろってい

るようでございますので、地域開発特別委員会を開会したいと思います。 

それでは開会に先立ちまして、理事者のごあいさつがありましたらお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者あいさつ 

○副市長 どうも御苦労さまでございます。何かと御多用のところ、地域開発特別委員会を開催いただきまして、
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ありがとうございます。本日の委員会では、前回の地域開発特別委員会の会議の際に、いろいろ、中央スポーツ

公園内の用地の取得の経過であるとか、あるいは測量調査費の内容等々について、どうかという御質問がござい

まして、一部資料等が不足しておりましたので、きょう、準備させていただきました。その内容を御説明申し上

げ、御協議をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

それぞれ担当の課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１ 新体育館測量調査委託について 

○委員長 それではレジュメに沿って進めていきたいと思いますが、まず新体育館測量調査委託についてという

レジュメの議題になっているわけでございますが、前回これに係りまして、体育館あるいは測量に係りまして、

いろいろと当委員会のほうから宿題が出ていたわけでございます。また、わからない点については、資料で説明

してほしいということでございます。したがいまして、きょう、その協議内容という２番でございますけれども、

その他まで６件でございますが、それでは課長のほうから、事務局のほうから、１件ずつ区切って説明をお願い

したいと思います。 

○スポーツ振興課長 お疲れ様です。さっそくですが、（１）の中央スポーツ公園内の用地取得の経過というこ

とで、資料ナンバー１をお開きください。 

中央スポーツ公園の関連用地の取得経過でございますが、平成６年８月１日の臨時議会で財産の取得について

御審議をいただいた経過がございます。この内容につきましては、平成５年、土地の処分につきまして、ＪＡ塩

尻市で研究委員会を組織し検討した結果、公共用地として活用したいとのことでまとまりまして、ＪＡの理事長

より市長に対しまして、公共用地として活用されるよう申し入れがあったということで、第５回のＪＡ総会で承

認をされ、ＪＡ塩尻市から市に正式に買収の申し入れがなされたものであります。 

塩尻市中央スポーツ公園の隣接地用地８，０７４平方メートルにつきまして、４億９，３７５万１，０００円

で買収をしたいということでございまして、その財源内訳といたしましては、基金の繰入金が３億８０５万１，

０００円、起債が１億８，５７０万円でございます。これにつきましては、この８月１日、臨時議会全員一致で

原案通りお認めいただいたわけですが、その中で今後の管理といたしまして、中央スポーツ公園の駐車場として

利用をしていく。一部につきましては、市民の家庭菜園としても利用するということで、審議された経過がござ

います。 

それから３年ほど時が経過いたしまして、平成９年９月３日、庁舎周辺整備等対策特別委員会におきまして、

市側から素々案の提示ということでございまして、この中央スポーツ公園隣接地の用地といたしましては、将来

的には３００台を有する駐車場を完備し、そこに武道館を併設した体育館、約８０メートル掛ける６０メートル、

それから相撲場、弓道場をつくろうとする計画をお示ししてございます。以上が取得の経過でございます。よろ

しくお願いします。 

○委員長 ただいま、課長のほうから中央スポーツ公園関連用地取得の経過ということで、平成６年８月の臨時

議会、そして庁舎周辺整備等対策特別委員会が平成９年ということで、それぞれ、ただいま説明のあった経過で、

中央スポーツ公園の関連用地が目的を持ちながらの取得ということでございますが、これに対する質問、あるい

はこれにかかわることに対する御意見等がございましたら、お願いをしたいと思います。 
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○白木俊嗣委員 これは本当のことか。嘘を言っているのではないか。臨時議会の時には、そういう話で進めた

ような気はするのだけれど。将来、レザンホールでやっていた分をやるという話から、そこを駐車場にして、今

の体育館を。将来そちらへ体育館を移していくというような、そういう条件で取得したような気がするのだけれ

ど。もしそうではないとすれば、私の記憶違いということで、あれするけれど。本当に嘘じゃないですね。 

○副市長 これについては、当時から議員さんとしておいでですので、確かに議員全員協議会あるいは総務委員

会でも、そのような討議がされておりまして、いろいろ説明させていただいておりますけれども、この平成６年

の時点では、中央スポーツ公園の関連用地ということで、駐車場等で活用させていただきたいということで、説

明はしてあります。したがいまして、その時点で、体育館云々の話があったということは記録上は出てきていま

せんので、そういうことで御理解いただきたいと思います。 

ただ、委員がおっしゃられるように、平成９年の時、確か委員長さんだったと思いますけれど、わかりません。

その時点の庁舎周辺の整備の時に、文化会館の駐車場との絡みの中で、レザンホールをどこにつくるかというよ

うな話の中で、あそこはどうかというような提案があったことは、違う議員さんのほうから質問があって、どう

かというようなことを協議された経過は残っているようです。その時に、将来的に体育館にしたらどうかという

ことで、えぼが入りまして、えぼというか、あそこの区画ですね。８０の６０という区画が入って体育館をかい

て、ここにつくったらどうかという案を示してありますので、公にと言いますか、市が説明した時は、それが最

初なのかと思いますけれど。もし、こちらの記録の読み違いがあれば申し訳ないですが、今、調べた範囲ではそ

のような感じかなと思っております。 

○委員長 ほかにありますか。 

○中野長勲委員 この平成９年９月３日の庁舎周辺整備等対策特別委員会の時の素々案が提示されたわけなの

だけれど、この提出された時の説明はもちろんあったと思うのだけれど、それに対する委員会の意見などは、何

か記録が残っていますか。 

○副市長 平成９年９月３日に庁舎周辺整備等特別委員会が開催されるのに伴いまして、その中で、中央スポー

ツ公園の今後を見通した全体の整備構想、施設のおおよその配置、これは済みません。日の出保育園と塩尻児童

館の早期移転改築というような話があって、中央スポーツ公園の今後のあり方はどうかという説明をさせていた

だいてありまして、その中で、将来的には体育館も移転等を考えることも併せて位置づけをしたいということを

説明しております。そのことで、いろいろ御論議をいただきまして、結果的には弓道場だとか芝生の広場、相撲

場、体育館は、全体で２００ヘクタールあるので、２ヘクあるので、造成は可能であると、当時はそういう説明

をさせていただいて、体育館は、全国的な規模のものは誘致できるかというような御質問をいただいて、当時と

しては８０から６０メートルということになればいいのではないかというような御答弁を申し上げてある記録

が残っております。ということで、当時、委員会としては、現地を見て検討をするということで、９月３日は終

わっています。 

○中野長勲委員 では、その時に説明を受けて了承したかどうか知らないけれど、まあ、検討するという方向で

いったものが、きょうまでということですか。 

○副市長 あの当時、体育館をそこへ位置づけるということではなくて、保育園とか、日の出保育園と児童館を

位置づけたりすることについて、中央スポーツ公園のところは将来どうであるかという説明の中に、将来的には
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体育館を建てるとしたらこんなところかなという話を、たぶん出してあったという具合に思います。 

○白木俊嗣委員 保育園の関係は、あと追加で買ったのですよね。平成６年か９年かというのは記憶にないけれ

ど、追加で買って、あそこへ日の出保育園をもってくるという話。その経過はよく理解しているけれど、問題は

そういう当初の目的で買ったかどうかということが一番心配になるので。それが平成６年の時点でそういう話が

出ているということになれば、別に問題ないと思うけれど。平成９年に、そういう話が具体的にもし仮に出たと

しても、それは理解します。 

私も地元では平成９年と言ったかもしれない。市のほうでは、そこに体育館を将来移転するからということで、

地元では報告した経過があると思うが、それが平成６年か９年かという年のことが記憶になかったものだから。 

○中野長勲委員 わかりました。一応、平成９年の結果では内容はわかりました。 

○委員長 ほかにございますか。 

ただいまの意見は、当初、あそこの用地については日の出保育園とか児童館ということも出てきましたし、将

来的には体育館、あるいは当時レザンホールの駐車場が決まっていなかったということで、駐車場にもとか、い

ろいろな話が出てきたということでございますが、最終的にこれにという断定的なそういう形では決めてないと

いうことで今日まで来ているというようなことでございます。 

経過でございますが、よろしいですか。 

それでは、２番の具体的な、先般、この中央スポーツ公園用地にかかわりまして、縦横段測量をお願いしたい

ということでありましたが、この測量調査費の具体的な内容、それから測量方法について事務局のほうから説明

をお願いいたします。 

○スポーツ振興課長 それでは、測量調査費の内容ということでございますが、資料ナンバー２をお開きくださ

い。こちらのおもての部分、この中央の部分について１０メートルピッチで、６０メートル幅でお示しをしてご

ざいますが、高校北通線が北に接するところが北の端、これはテニスコートを含んでおります。それから南が民

との境。東側につきましては、桔梗小を挟んだ仲良し道路との境。西側につきましては高原通り、あるいは塩尻

消防署の東ということで、先般の委員会の中で２ヘクタールということで御説明をいたしましたが、実際に図面

上で２.８２ヘクタールでございます。 

裏面をお開きいただいて、測量業務費用の案でございますが、これにつきましては既存の西テニスコート、そ

れから駐車場を含む２.８２ヘクタールでございまして、この概算につきましては、市の積算システムによりは

じき出しております。まず地形測量といたしまして、平板測量、これはスケール２００分の１ですが、これが細

部測量ということで、建物ですとか、縁石ですとか、構築物等の関係、それから全境の図面等の作成で、これが

一式で約１６７万３，０００円。それから縦横断測量、１０メートルピッチの６０メートル幅です。これがおも

ての図面のマス目になっている状況でございまして、このピッチを切って測量をするということで、これが８５

万円ほど。小計が、地形測量につきましては２５２万７，０００円余でございます。 

次に用地調査でございますが、打合せ協議、境界の確認、これについては民地等の境界確認、境界の測量、面

積計算、これについては実績、実測の確定後の面積計算でございます。それから地籍測量図の作成。これは民地

の分です。用地調査と合わせまして１０万１，０００円余となっております。 

それから道路調査といたしまして、交通量調査ということで、高原通り、高校北通線の２カ所の調査を行った
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のち、資料整理を実施いたしまして小計で１６万２，９００円。合計２７９万１，７１６円ということで、これ

にシステムによる諸経費７０.６％、１９７万円余が加わりまして、合計で４７６万２，６６７円。端数調整を

しまして４７６万円で消費税を加算いたしまして、調査費概要が４９９万８，０００円ということになっており

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいま事務局のほうから、予算で計上されておりました５００万円のそれぞれの測量の使途につい

て説明がございました。地形測量、用地調査そして道路調査ということで、４９９万８，０００円ということで、

今、詳細について説明があったわけでございますが、これに関しましての質問、御意見がございましたらお願い

したいと思います。 

○鈴木明子委員 この場所をこういう調査をするということの前提は、体育館についての要望というか、まとめ

られた８，２００平方メートル規模の体育館をつくることに対してふさわしいかどうかという調査ということに

なるわけですね。 

○生涯学習部長 確かに御指摘のとおりでございますけれども、いずれにいたしましても、あの土地はあれだけ

広く空いているということ。いろいろ、今後、ほかに利用する場合も考えまして、手戻りのないようにしようと

している調査です。 

○鈴木明子委員 体育館を建てるというだけではなく、というような意味ですか。 

○生涯学習部長 一応あそこを調べまして、議論を深めていく。適切かどうかという議論を深めていくための調

査です。 

○副市長 いま、答弁申し上げましたとおり、そもそもなぜ調査費を盛ったかというのは、体育館がそこの場所

が適地かどうかというのを、いろいろなデータを出して決めていきたいと、そういう前提がございますので、そ

の趣旨で５００万円の調査費を計上させていただいたものでございますから、その積算を出せということであり

ますので積算をして出した、積算の基礎をお示し申し上げたのでございますから、その辺で御判断を。 

○鈴木明子委員 ですから、それがこの予算を盛った前提だと私は思うものですから、体育館と漠然と言っても、

規模として、あの８，２００平方メートルの体育館をつくるのに適しているかどうかを調査することが目的とい

うことになりますよね。 

○副市長 先ほどから申し上げているとおり、そのために調査をしたいということでございますので、それは御

賢察をいただきたい。 

○委員長 ほかにはどうですか。 

○古厩圭吾委員 前回、数カ所を調査しましたね。かなりの資料が出たと思うのだけれども、その調査とこの調

査が違う点というか、その辺で、ある面では、ここが最も望ましいところだという判断をしたというのは、本来

なら、あの数カ所の調査の中で比較検討してという部分だとしたら、それがなければ前回の調査は何だったのか

という思いになるのだけれど、その辺についてはいかがですか。 

○委員長 これまで候補地の調査をした調査委託と今回の違いというか、調査内容の。その辺はどうかというこ

とですが。 

○副市長 これも御説明申し上げたと思いますけれども、調査研究委員会で６カ所を選定して調査をさせていた

だきました。そのところでは一長一短がございますので、それから今度、体協のほうからは３カ所ほど含めて、
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３カ所だと思いますけれども、そういうところがどうかということで資料をいただきました。 

そういう中で、うちとして考えるに一番は市有地であるところ、それから交通の利便性等考えると、ここが良

いのではないかと。ただ、駐車場がいかがなものかという懸念があるという説明を申し上げました。 

したがって、そういうところは物理的にどうなのか。あの規模で体育館を例えばここにつくったとしたらどう

いう問題があるかというのを、より具体的に一歩踏み込んでデータを示して説明する必要があるのではないかと

いうことで、この調査費を盛らさせていただいたので、それに基づく調査をしてデータを集めて、こういうこと

でこんな課題が出てくるかもしれないけど、この辺はこういう具合にカバーできますというようなことをやりた

い、ということで、という具合に考えております。 

○古厩圭吾委員 そういう場合に、例えば前段、体協からは３カ所なりという、ある程度違ったところをあげて

いるのですよね。それで比較検討するということになって、１カ所集中してやるということになれば、その部分

に既に前提としてはつくろうと。それは理事者サイドではそういう方向だというのは常々言っているから、そう

いうことなのかと思うのだけれども、ただし、ここだけをそれだけ精密な調査をしたから、これができてしまう

という時に、比較するべきものが同じレベルのもので調査した部分がないのに、これがより適地だと言えるので

すか。 

○副市長 体育館をつくるとしたらこんなところがどうかというのをあげて、今までもやってきたわけです。そ

ういう中から体協の皆さんも調査をもとにして、３つに絞って提案をしていただいております。それを、うちの

ほうとして、一番その中でどれが良いのかということを検討した時に、先ほど申し上げたような理由で中央スポ

ーツ公園のところがいいじゃないかという判断をしたものですから、それが本当に最適かどうかという調査をさ

せていただきたい。そういう意味でありますので、もし、そうではなくて、もう少しこちらもあわせて調査した

らどうかという御提案をいただければ、それはこの調査費の執行にあたって条件がついておりますので、それも

含めて検討させてもらうということは考えていかなければいけないというふうに考えております。 

○古厩圭吾委員 まだここでやると、そういう決定をしているわけではないという、私はそういう認識ですし、

今も副市長のおっしゃっていることもそうだと思う。そうすると、結果的には、よりここが望ましいということ

を言う場合には、例えば前回の数カ所の候補地を比較する資料を出されたような、ああいう形でものは見ないと、

特定の場所だけをかなり精密な測量をするような流れなのだけれども、実質的には、あれは何センチどちらに寄

るなどというようなことは、今の段階で必要なことではないと思う。ここを、例えば既に決めてしまって、それ

を掘削をして基礎をという理念の時点ではないのだから、そうであったら、そういう面で３つが出されていると

いうものを、よりここが望ましいということを説得力をもって説明ができるための資料だとしたら、１点だけを

調査してどうこうというのは、少しおかしいのではないのか。私はそう思います。 

○副市長 この調査は前段調査ですので、通常、いろいろ建物を建てる場合にはこれから今度、調査が終わって、

そこが適地だということになれば、基本構想であるとか実施設計という段階に入っていくと思います。その段階

では確かに何センチというようなお話が出てくると思いますけれど、その前段の資料で、今、あげられている候

補地をいろいろ検討してくる中では、ここが良いのかなというのは、これは前回の６月、その前の委員会ですか、

御論議いただいた時に市長のほうから説明させていただいてありますので、そういう理由で一応ここが、今、う

ちとして考えるにはここが良いのかなと。ただ、今、考えても、交通の関係とかいろいろ心配される懸念もある
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ので、では本当にここで、あの規模の体育館を例えばつくるとしたら、どのくらい駐車台数が取れるかとか、そ

の具体的なものは、極めて詳細な設計図をつくる前にそのくらいのものをやっておかないと、ここが最適地だと

いう確認ができないのではないかという具合に考えます。 

したがいまして、そのための調査を、データを得るために、ここをやらせていただきたいということですので、

もし特別委員会のほうで、ここではなくて３カ所全部同じ調査をしたらどうかという話になれば、それは検討さ

せていただくと、そういうことです。 

○古厩圭吾委員 私はここで方向付けを詰めていかなければいけないという現実がある。比較検討してこうだと

いう、言うならば、いろいろな立場でいろいろな思いの皆さんに、この１点を調査した資料をもって、やはり出

てきた、理事者の考えたとおりだったということが可能なのかどうなのかという見方をするとしたら、私はこれ

では違うのではないかという思いをしております。 

○白木俊嗣委員 予算を出した時点で、市長だって自信をもって出した以上は、予算の執行は皆さんのほうだか

ら、付帯条件をつけられたからといって、ぶれるからいけない。もしぶれるのだったら、この予算を議会にかけ

て、一部流用してもらって、３カ所か４カ所を同時に調査なり何なりして、その結果を示して、それからボーリ

ングでも何でもして金をかけていかなければ、今のような意見になってしまうと思う。皆さんは予算を出す時に

は自信をもって出したのでしょう。ましてや、議会で、一応付帯条件を付けたといっても、予算を認めたのだか

ら。執行権は皆さんだから、皆さんは自信をもって進めれば良いのです、堂々と。もし、どうしてもそれがいけ

ないということになれば、今さら言うような意見ではないけれど、予算の一部を流用してそれ以外の地区も調査

して、それで、これこれこういう結果だからここでやりたいということを示してくれれば、それでいいわけだか

ら。あまりぶれるからいけない。 

○副市長 済みません。ああ言えば、こう言うではないですけれども、決してぶれているわけではないと思うの

です。ただ、委員の皆さんがおっしゃるとおり、認めたのだからどんどんやってしまえと、しかし、それは付帯

意見ということで議会の議決をいただいているものですから、それは私どもも慎重にやらさせていただきたい。

しかも、地域開発特別委員会で体育館の件については検討していただくということで、そういう御協力をいただ

いているものですから、ぜひ、そんなことを言わないで一緒に御協力をいただきながら、御指導いただいてやっ

ていくべきではないかという具合に考えます。鋭い御助言をいただいたことには感謝申し上げますけれど、そう

いうことで市民の代表である委員の皆さんからもいろいろ御意見をいただきながら進めていきたいという具合

に考えますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○青柳充茂委員 この示された調査費用ですけれど、これによってできる調査というのは、今、市の職員の皆さ

んが持っている能力というか技術で得られるものと、たぶん専門家に頼むのだと思うのだけれど、予算というの

は。どのくらいの差があるのか。今、市の職員の皆さんで十分できる調査ではないかという気もするのですけれ

ど、それはどうですか。 

○副市長 できるかできないかと言われると、できると思います。ただ、それが果たしてここの経費と比較した

時にどうかと言われると、私は決して市の職員がやれば安くできるという話ではないと思いますので、その辺は

計算してみないとわかりませんけれど、私どもはやるからにはこういうことできちんとして、市の職員がやった

ら駄目ということではないですけれども、資格を持っている者もそれぞれ仕事に就いておりますので、そこはや
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はりしかるべき業者にお願いしてやるべきなのかというのを感じます。できるかできないかと言われれば、それ

はできるでしょう、と答えたいです。 

○青柳充茂委員 できるかできないかを聞きたかった。できるのであれば、何とか市の職員の皆さんで時間をか

けてやったらどうかな。というのは、前にも申し上げたけれど、時と場所を得ているかという問題なのです。そ

れに尽きてしまう。 

時を得ているかというと、まだ早すぎて、これは本当にもう少し慎重にじっくり時間をかけて理想の体育館は

どうあるべきか、それは大きい体育館という意味だけではなくて、もう少し塩尻市に体育館というのはどういう

ふうに存在しているのが理想なのかということを追求するという意味も含めて、時間をかけてやっていくべきこ

とだと思うので。 

だから、市の皆さんでできるのなら時間をかけてじっくりやっていけばよいと思うのです。１年で全部調べる

のではなくて、２年も３年もかけるくらいの気持ちで。それは時間の問題。 

それから場所についても、あそこが今、市が持っている土地の中では一番良さそうだというのは私もわかりま

す。けれど、本当に、先ほど言ったような市の体育館の存在の仕方、あるべき姿を追求していく中でやっていく

と、あそこでなくてももっと小型のものを２つか３つ建てる方が良いという話になれば、また違ってくるかもし

れない。なので、今どうしても通ってしまった予算だから、私もこの間申し上げたとおり、白木委員がおっしゃ

ったけれど、通ったものは使ってくれればよいので、自信もってやってくださいということなのだけれど、でも、

聞かれれば、やはりそんなに急いでやることはないのではないか。できることならお金をかけないで、５００万

円と言っても大事な税金なのだから、あまり使わないで、後になって無駄遣いだったなということがないように

していきたいという気持ちはあるのです。だから、市の職員の皆さんで十分できるのだということがわかれば、

それも配慮する考えの中に入れていただきたいということです。 

○副市長 少し誤解があったところもありますので、市の職員でできるかどうかと言われると、市の職員は大勢

いますので、技術者もおりますので、できることを期待しております。ただ、別にこの３人がいけないというこ

とではないですが、今、体育のほうを担当している者がそういうことをできるかどうかと言われますと、どうな

のか聞いてみないとわかりませんけれど、それはぜひ御理解いただきたいと思います。全体の中ではそういう技

術屋もおりますので、という意味でございますので。委員さんの御質問のほうからもそうだと思いますけれど。 

○今井英雄委員 今の青柳委員と関連するが、今、議論を深めたり、大きい体育館とか小さい体育館とかそうい

う調査が必要だということになると、前回も私は言いましたが、前回のアンケートをやった時は、今ある体育館

の耐震工事をやる前のアンケートだと思うが。それから市民の考えは少し変わっていると思います。今、あれだ

けのお金を使って、またさらに大きい、良い体育館がいるかという考えが。市民の中ではあれを１０年ほど使っ

て、その間で避難施設のほうを考えればいいのではないかという話もあるのです。そういう中で、先ほど青柳委

員が言いましたが、議論を深めて、そういう体育館の規模とか避難施設が欲しいとなると、私は前回も言いまし

たが、また市民に再度アンケートを取ってやればよいのではないかという私は考えで言っているのですが、そう

いう考えは前回も副市長が言いましたが、この委員会の中でアンケートという結論が出ればやるというような回

答を得たのですが、私は今でもそういう考えでおりますので、前回の３月議会の中でも再度必要があればアンケ

ートをやるような答弁をされておりますので、私は再度アンケートを取ってほしいということで、その中で今の
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５００万円の予算ですが、アンケート等にはその予算は使えるということですか、もし。この項目ではなくても。

それはどうですか。 

○生涯学習部長 もし、そういうことで決定をいただければ、変更をしてアンケートを実施するという形になり

ます。 

○今井英雄委員 委員会のほうでそういう結論を出せば使えるということですか。そういうことですね。 

○生涯学習部長 一応、これは調査測量ですから、一応これについては内容を変えていかないといけないと思い

ます。補正なりをして、追求して。 

○古厩圭吾委員 今、いろいろな御意見が出たのだけれど、結局、この場所がものをつくる時にどうなのかとい

うことについては、当然それはできるとは思う。それはできないところをここが適地だなどと言うはずはないの

だから。これは厳密な測量をしてみても、してみなくても、ほぼ。上から見たえぼと、実際に測量してみたらま

るっきり形がこちらは三角で、こちらは四角になりましたなどと、そんなばかなことがあるわけないのだから。

ここでやる測量なり調査というものの本来やるべきことは、ここがそれほど素晴らしい場所だと、ほかには比較

しがたいほど良いところだということが立証できるかどうかだと思う、もしやるとしたら。１カ所しか調べない

で、そこが適地だという話だけにするとしたら、例えば今、現実にあそこをほかのスポーツ施設等々の駐車場に

使っている。それはどうやって代替をするのだとか、あるいは資金的にいつをめどにどれだけの資金が必要で、

どれだけの組み立てができるのかとか、こちらでやった場合にこういうマイナス点がある、こちらならそれはこ

ういう形で克服できるとか、言うならば、そういうことの調査をもう少しわかりやすくするべきではないか、同

じ調査をするならば。これはもう既にここにつくるために、境界から何メートル離したら一番理想かのような話

になってしまうのだけれど、そこまでいく必要性よりも、もう少しほかのところと比べてここがより理事者が考

える適地だということが証明できるかどうかということに力点を置いた調査をして、皆さんが納得して資金的に

はこうだと。例えば、私有地を買うとしたら、転用問題があって非常に難しいのだとか、そういうことがわから

ないですよね、今の形だけでは。と言ってはいられるけれど、現実に３カ所なりの体協のほうから示されている

部分を見ても、保有地もほかにもあるわけです。それより、こちらのほうがより良いという根拠は何か。 

例えば今、現実に２億円近い金をかけて耐震構造をして、完成したら直後に新しい体育館をつくりますと言わ

れた時に、市民感情は、今、今井委員が言われているような思いが当然あるわけです。そんな心配をしてくれな

くても、このように金が調達できますというなら、それも示していただいて、いつ頃までにこのことは可能です

なり、あるいはそのことによる資金はこういう形になりますというような、そういう調査を、より正確な厳密な、

今のような経済情勢の中でどうなのかとか、そういうことも含めた調査をしっかりしていただいて、それで初め

て納得して１カ所に絞ることが可能なのかと私は思っている。 

ここで出されているような調査だとしたら、既に前回の数カ所を調査した時点でほぼできていると私は思いた

い。もし、そうではないとしたら、例えば災害があった場合にいろいろな対応をするべく、施設としても手を考

えたいという思いがあるとしたら、あるということだが、だとしたら、人口中心へ集中的につくっていけば、そ

の点だけがにぎやかになっていくだけだというようなことも含めて、果たしてそれが良いのかどうなのかという

ことを、そういうことも検討するべきだろうし、もろもろ総合的に調査研究する。そういう形の調査をまずやっ

てもらったほうが良いのではないかと思うのだが。もし、そうではないとしたら、この調査費に若干の二重投資
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になりかねないような不安感を持っている。 

○委員長 わかりました。部長のほうに提案ですが、この新体育館建設計画調査委託報告書というのは、平成２

０年１２月に出ていますね、６カ所の候補地の。７カ所でしたか。これを少し参考にコピーか何かで配ってもら

えませんか。 

○生涯学習部長 この資料、飛び込み市民会議で御提案申し上げた資料では駄目でしょうか。 

○古厩圭吾委員 そういう部分の資料が一応出されていますよ。ここで、なお調査が必要だということで追加し

ているのだから、調査なのか今の段階はまだ。だとしたら、何を目指して何を調査するのかという面の中で内容

的なものを、一般の皆さんに理解できるような資料をつくらなければ。今、皆さんが言っているのは、ここが適

地だと漠然と言われているけれども、そのことを完全に言うには、７カ所と言っても、そうは言ってもそこだっ

てきちんと調査費をつけてやっているのだから、それなりに。 

○生涯学習部長 飛び込み市民会議、それから全協の中でいろいろ御説明申し上げましたけれども、７カ所なの

ですけれど、一応大前提といたしましては、市で広く空いていて、今、利用していない未利用地をということで、

体育館を建てられるくらいの広さのあるところをということで、５カ所あげてございます。それと、あと民有地

２カ所につきましては、総合体育館を兼ねた防災拠点ということでありますので、人口中心ということで、シュ

ーマートの周辺があるものですから、そこら辺の周辺を民有地で広く空いている部分ということで、７カ所御提

案を申し上げたわけでございます。これはその図面で御説明申し上げてきたものです。 

それで、いろいろな条件が付きます。まず、まちづくり交付金の対象になるということになりますと、大変狭

まります。それからあと、農地とか農業振興地域につきましては、許可にだいぶ時間がかかるということ。そう

いうような条件をいろいろ。それと、飛び込み市民会議のアンケートと、体育館建設研究委員会の御提言の中、

それぞれのところを参考にしまして、一応この中央スポーツ公園が最適であるという結論を出したということで

ございます。 

○中野長勲委員 今、説明のあったとおりだと思います、今までの経過は。今回ここに絞って調査をしてきて、

ここに絞って測量するということについては、もちろん付帯決議をつけて議会は承認したわけなのだけれど、や

はりほかの絞った中で、３カ所についてこれだけの測量調査をするということは、まず不可能ではないかと思う

し、また、この測量調査についても、費用についてもまた市費でやるということにはならないものですから、や

はり付帯決議のついた中で今このような慎重審議をしているのだけれど、とにかく測量してみなければ結果的に

はわからないこと。そしてまた、ほかの場所については測量調査をするということは時期の問題、それから費用

の問題として、たぶん不可能ではないかなと思います。 

だから、私については、これから先はどうなるかわからないけれど、測量はしなければたたき台ができないの

ではないかという考えを私はもっております。そんな考えでいますが。 

○鈴木明子委員 青柳委員も今井委員も今、発言しているのは、ここが適地かどうかというのは、あの規模でこ

こが適地かどうかということなのだけれど、それがそういうふうに決めていいのかという、まだ決められていな

のではないかということが出されているのではないかと思うのです。それは研究委員会からの答申はあったけれ

ども、議会としてこの時期にそういうことを認めていくということがどうなのか。今、塩尻市に必要なものはそ

ういう体育館なのかということで、今、ここの特別委員会で議論しているのだと思うので、やはりそこら辺を深
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めるところを、３月議会の議事録に残っているのは、私が持っているのはその議会の議事録ですが、これの中に

も委員長報告の中に、委員会での審査報告をしている中に、３，０００人規模のアンケートを取ってもよいので

はないかという答弁があったというふうに書いてあるわけですし、それは今、このままの形で進めていくべきで

はないと私は思っているものですから、ここを調査するというのは、その８，２００平方メートルに対して適地

ということでの調査ということを言っているのであるということは確認されましたので、そうではないのではな

いかという点でアンケートなり何なりということで、やはりやっていくべきではないか。こういう体育館でいい

のかどうかという、市民が求めているものはそうなのかということを、議会としてはつかんでほしいというよう

に言うべきではないかと思うのですけれど。 

○白木俊嗣委員 予算を３月に認めておいて、また振り出しに戻るような話は駄目ですよ、それは。きちんと議

会の権威というものがあるのだから。その時に。 

○鈴木明子委員 この委員会の中でそういう。 

○白木俊嗣委員 委員会でも、本会議で議決した以上はそれが最優先だから。今、付帯条件を付けてどうのこう

のと、理事者のほうで言ってくれるけれど、もしそういうことであったとしたら、この予算を丸々振り出しに戻

して議論しなければ、ここで詰まったら、今度は議会に投げられて、議会が今度は責任を背負うようなことにな

ると、これもおかしい。だから、もしそういうことでやるのだったら、この予算を振り出しに戻して議論するこ

とになればいいけれど。一応、これでこの消防署の南の地区の測量をしていくということで、良い悪いは別にし

ても、１２対１１だと言っても可決された以上は、皆さんが議決したことだから、それは尊重してやっていかな

ければルール違反になってしまいますよ。 

○委員長 ただいま、意見が２とおりにわかれております。まず、基本的にはアンケート調査からどのくらいの

規模の体育館が必要かという本当の原点に戻る議論が必要ではないか。それから今回の測量については予算計上

で既に３月議会で承認をされているということで、これについては体育館の測量をどういう形で絞られた中でや

っていくかということで、議論をしている次元が、正直申し上げて各委員２段階といいますか、基本的な部分と

それから既にもう測量調査に絞られているということで議論している委員さんと、２通りになっているというこ

とであります。 

私のほうとしましては、前回を踏まえまして、やはりこれはこれから維持管理費、それから地区別の避難施設

とか健康づくりとか、一応その説明も聞きながら、これはもう測量調査ということで入っていますので、その形

で進めていきたいと。そういうことを理解した上で、アンケート調査をまた取るにしても、アンケートというの

は誘導式な形でかなり取りかたによっても違いますし、客対数である程度３，０００なら３，０００とか、ある

程度の人数がないとアンケートそのものも有効性が問われた時には、また問題になってくるという、こういう問

題も出てくるということでございますので、私は、今回はこれから測量調査のこの項目については、特に結論と

かそういうことではなしに、説明は聞いたということで、あと維持管理費、それからこの体育館、そのほかの市

の施策の中で避難施設をどういう具合に変わってくるか、一通り説明を聞いて、またその辺のところをどうする

かということで進めたいと思いますので、御理解をお願いしたいと思います。 

そのようなことで、この測量調査については一応説明を聞いたということだけにとどめます。 

次に、一応この体育館は規模の問題も出てまいりますが、この規模でやると維持管理費あるいは避難施設がど
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ういうふうに変わってくるかということも出てまいりますので、３番の維持管理費についての説明をお願いした

いと思います。 

○スポーツ振興課長 それでは資料３のほうになりますけれども、維持管理費の試算ということで、この施設面

積につきましては、提言のありました８，２００平方メートルで試算してございますので、よろしくお願いをし

たいと思います。 

まず①番ですが、新体育館の①番。これにつきましては、基本的な管理費の単価につきましては、埼玉県の和

光市を参考にしてございます。施設面積につきましては８，２００平方メートル。施設管理費の合計といたしま

して年間８，３３３万７，０００円でございます。その内訳としましては、燃料、電力使用料、上下水道料、い

わゆる光熱費が１，８０１万２，０００円。施設管理委託料として６，５３２万５，０００円。これにつきまし

ては、指定管理者という形で民間へ委託をしてございまして、その中の人件費等も含まれております。管理費の

単価、平米あたりにしますと１万１６３円で年間８，３００万円余ということでございます。 

②番でございますが、これにつきましては、その横に各体育館ということで、現市立体育館、それから筑西市

の下館総合体育館、それから和光市、呉市、龍ヶ崎市ということで、それぞれ和光市以外につきましては、遊戯

施設ということでアンケート調査を行ったものでございます。和光市につきましては、１番で記載してございま

すので、現市立体育館を除く残りの筑西市、呉市、龍ヶ崎市の３施設の平均値をとったものでございまして、施

設面積は８，２００平方メートル。管理費については年間７，５１１万７，０００円。電力使用料が１，７５３

万７，０００円。上下水道が４７３万円。施設管理費、これにつきましても指定管理者ということで５，２８４

万円でございまして、平米単価にならしますと９，１６１円で７，５００万円余ということになります。 

この各体育館、３施設の体育館の燃料費ですとか電力使用料、この表からはこの数値がスパっと出てきません

ので、それぞれ細かい部分はエクセルのほうから引っ張ってございますので、この表からはいきなり、例えば施

設管理費、３館の平均が７，５１１万７，０００円になりませんので、積み上げ数字でございますので、よろし

くお願いをしたいと思います。 

それから、現在の市の公共施設です。庁舎、総合文化センター、保健福祉センター、レザンホールということ

で、これは平成１９年度の決算数値でございますが、庁舎については７，７８８万９，０００円。総合文化セン

ターについては４，７８０万８，０００円。保健福祉センターについては５，１８７万２，０００円。レザンホ

ールにつきましては１億４，５２５万４，０００円。参考といたしまして、トレプラとありますのはヘルスパ塩

尻のことでございまして、これについても指定管理を委託しておりまして、年間１，０５０万円ということでお

支払いをしている部分でございます。維持管理費につきましては、以上です。 

○委員長 引き続いて地区別の避難施設についての説明をお願いします。 

○スポーツ振興課長 それでは資料ナンバー４でございます。これにつきましては、地区別の避難施設を一覧に

したものでございます。大門地区から楢川地区でございまして、この施設につきましては昭和５６年以前の木造

建物については耐震性というところの観点より、避難施設から除外をしてございます。また、避難施設の収容人

員につきましては、避難者１人あたり建築面積を６平方メートル程度として算定してございますので、よろしく

お願いいたします。 

まず、大門地区でございますが、人口につきましてはすべて平成２１年６月１日現在でございまして、９，４
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９６人で、避難施設は１１ございまして１万４，２４０平方メートル。収容人員としては２，４０３人。１人当

り面積換算しますと１.５平方メートル。大門地区人口９，４９６人のうち２，４０３人でございますので、大

門地区の２５.３１％が収容可能であると。これが現在のものでございます。 

東地区につきましては、８，０３６人に対しまして、１人当り０.７４平方メートルで１２.３７％でございま

す。避難施設は１３。 

３番の高出地区ですが、人口６，７９１人。避難施設は８施設ございまして、１人当り０.６４平方メートル。

収容人員割合では１０.５９％。一応現在１０地区の中では一番低い数字となっております。 

４番の片丘地区ですが、人口４，３１８人。避難施設は７つ。１人当り０.６８平方メートル。パーセントは

１１.３９％。 

５番目の広丘地区ですが、人口１万２，９８４人。既存施設につきましては１２施設。１人当り０.５３平方

メートル。収容人員が８.７６％でございます。既存施設の中ではこちらは低いわけですが、近い将来、広丘小

体育館、それから広丘東保育園がここで建設される予定になっております。それぞれ１，４００平方メートルと

１，３００平方メートルで、これを合計いたしますと、１人当りの面積が０.７３平方メートル。収容人員が１

２.２２％となる予定でございます。 

６番吉田地区ですが、人口が８、９０８人。避難施設１０施設。１人当りの面積は０.８２平方メートル。収

容人員が１３．６３％。 

洗馬地区ですが、施設が１１。１人当り１平方メートル。収容人員割合としては１６.７４％です。 

宗賀地区でございますが、人口５，８３９人。１０施設ございまして、１人当り０.９平方メートルで、人員

割合が１５.０５％。 

北小野地区でございますが、人口２，１５４人。６施設ございまして、１人当り１.４２平方メートル。収容

人員割合が２３.７７％です。 

最後に楢川地区でございますが、３，０５５人。９施設ございまして、１人当り２.５６平方メートル。人員

割合が４２.６５％です。 

全市合計をいたしますと、人口６万６，９８８人。これは住民基本台帳人口でございまして、外国人登録者は

含んでおりません。避難施設９７施設。６万３，１４９平方メートルで、収容人員が１万５５８人。１人当りに

ならしますと０.９４平方メートル。人員割合としましては１５.７６％です。 

これが既存の地区別避難施設の一覧で、広丘地区につきましては２施設を予定してございますので、よろしく

お願いをいたします。 

○委員長 ありがとうございました。だいぶ議論も紛糾しておりますので、ここで１０分間、休憩で冷却をした

いと思います。 

午後４時００分 休憩 

――――――――――― 

午後４時１０分 再開 

○委員長 それでは１０分を切りましたので、休憩を解いて再開したいと思います。 

今、避難施設まで説明を受けましたが、体育館のイメージ的なことを頭の中に入れるということで、健康づく
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りについても引き続き説明をお願いしたいと思います。 

○スポーツ振興課長 それでは資料５でございます。健康づくりについてということでございますが、健康体力

づくりの支援ということで、近年、市民の健康志向が高まる中、健康増進と体力保持をしていくために、運動で

すとかスポーツが重要で有効なアイテムであることは御承知のとおりでございます。そのような中で、市民が自

ら健康体力づくりを行うことのできる設備機能の整った施設を設置しまして、健康運動指導士ですとか、スポー

ツインストラクター等健康づくりの専門家による積極的な健康プログラムを展開することによって、これまで運

動やスポーツに親しむ機会のなかった市民にも健康や運動に対する関心を与えて、自らが健康体力づくりを行う

契機を図ることが必要となってくるということでございまして、ここに付けてある資料でございますが、和光市

の総合体育館のものの抜粋でございます。 

指定管理の条件といたしまして、健康運動指導士ですとか、スポーツインストラクターを常駐させることによ

って、機能改善体操等、個人個人の目的に合わせた健康づくりを実施しているということでございまして、その

プログラム案内にもありますように、エアロビクス系ですとかステップ系、それぞれ脂肪の燃焼ですとか筋力ア

ップ、持久力アップ、それから体の体幹の強化ですとか、筋肉を刺激することで身体を活性化するですとか、で

ございます。 

それで、資料５の１ページ目でございますが、個人利用ということでございまして、これについては受益者負

担の原則にのっとりまして、トレーニング室ですと３時間で４００円ですとか、アリーナにつきましては大人３

００円、小人１５０円といったような料金設定になってございます。 

主に平日でございますが、資料の５ページでございますが、枠下の個人利用の案内ということで、たったの４

００円でトレーニング室・軽スポーツ室、サービスプログラム・ランニングコース等を３時間御利用できるとい

うことでございまして、メインアリーナにつきましては、火・水曜日に卓球あるいはバドミントンが２時間３０

０円で利用できるということになっております。 

いずれにいたしましても、指定管理者を置く中で、それぞれのスポーツインストラクターですとか、健康運動

指導士等を常駐させることによりまして、おそらく土日等につきましては団体利用が主になりますので、平日の

昼間が比較的空く時間となってございますので、講座を組んでの健康づくりでありますとか、個人利用をそれぞ

れしていただく中での健康づくりとか、いろいろな使用が考えられますので、それによって健康づくりが、現在

の体育館よりはさらに深まっていくというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上

です。 

○委員長 ありがとうございました。前回の質問事項ということで、維持管理費、それから地区別の避難施設の

状況、健康づくりということで、この辺を詰めながら、イメージ的にはだいたいわかってもらえたかと思います

が、維持管理費につきましては、どうも７，５００万円から８，３００万円くらいかかるということもあります。 

それから地区別の避難施設、若干計算でどうかなというところもございますが、最適地に建てた場合には、高

出の低いところが、かなり改善されてくる。あるいはそのほかに必要とするところが出てくるという、ばらつき

の問題もありますが、これは、今後、政策的な形でどういうふうに解消していくかということにもなろうかと思

います。 

それから、体育館でございますが、指定管理者制度を導入しながら、市民の健康づくりを兼ねたり、あるいは
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またインストラクターによりまして健康体力づくりを指導していくと、こういうことで、今、説明があったわけ

でございますが、これまでの説明の中で質問、御意見がございましたら、お願いしたいと思います。 

○丸山寿子委員 確認をしたいのですけれども、和光市の総合体育館が１つの議論する上での材料ということで、

前にも何かの時に示されたというか、市長の話でも和光市というのは出てきておりますけれども、人口とかの規

模が塩尻市と非常に似ているというようなこと等もあって、あと建てられた現実にあるそういった体育館、現実

にあるものを見ることで、比較というか議論の１つの材料になるということで出しているかと思うのですが、そ

の辺のこと、和光市のことでその辺をもう一度確認したいのですけれど、人口は確かにほぼ同じくらいなのです

けれど、そういったことのほかにも理由はありますでしょうか。ここが出されていることに。 

○スポーツ振興係長 私も視察に行って来たわけですけれど、防災施設に非常に優れていまして、雨水を利用し

たり、地下にタンクがあったり、また地下にトイレをつくったりということで大変参考になっております。以上

でございます。 

○丸山寿子委員 私たちの会派で和光市の視察に行ってまいりまして、確かに防災のことですとか、先ほども健

康のことで示されましたけれども、参考になるところも多々ありますし、人口の規模もというようなことで非常

に参考になるわけなのですけれども、同じ和光市の体育館のことについても情報を出し合って、よりわかってい

ることを具体的に出して議論することも１つではないかと思ったことは、実際にそこの場所に行ってみましたら

ば、確かに人口はほぼ一緒なのですけれども、面積が全く違いまして、塩尻市よりも市の面積が３０分の１以下

で、東京近郊はどこもやはり都市が密集している、塩尻市とかに比べれば。といったようなそういった状況も違

いますし、また地形も違いますし、和光市はこの体育館ができる前は体育館がなくて、近隣の体育館を使えばい

いという発想で来たそうなので、考え方というものもあるのですけれども、非常に行ってみたら防災のことでも

しっかりつくられていて、それはそれで参考になるのですが、果たしてこういう広い面積の中に各地区があるよ

うな長野県のこういうところと同じように、確かにあれば素晴らしいのだけれども、財政的なものだとかいろい

ろ考えなければならない時に、１カ所にそういったものがあって果たしてどうかというような、そういったよう

な議論も今後していったほうが、情報を出し合ったほうが良いというように思います。 

新潟などに視察に行っても、やはり地震が1回あると、自分の地区から出られないというようなことを実際に

聞いていますので、そういったことも情報を出し合いたいと思います。 

健康づくりについてもお聞きしたかったのですけれども、健康づくりもいろいろあって、今の示されたこうい

った施設は確かにあればよいと思いますが、塩尻の場合はほかでもやっているということもありますし、こうい

った機器を使わなくて、例えば福祉教育委員会でも埼玉県三郷市に視察に行きましたが、各地区の体育館だとか

公民館、塩尻市ではたぶん支所とかコミュニティセンターといいますか、そういったところでやっているような、

そういった健康づくりというのもあると思いますので、そういったことも含めてそれぞれ市のほうでも調べたこ

と、あるいは委員の中でそれぞれ調査してきたことを十分に今後議論すると良いというように思います。意見で

す。 

○委員長 ほかに。 

○鈴木明子委員 あちこちになるかもしれないですけれど、避難施設の関係なのですが、この数字、一覧表を出

していただいてとても参考になりますが、この現状を見て、市としてはどのようにこの表から観察をしていると
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いうか、見ているか、どのような結果として防災施設についてどのように見ているか、その辺をお聞きしたいで

す。 

○生涯学習部長 一番明確なのは、塩尻市には防災の建物が非常に少ないということでございます。その反面、

ここにあるのは建物だけでございまして、グラウンドとかそういう広い土地については、かなり塩尻市は持って

おります。 

市全体が、大きな、例えば震度８クラスの地震が塩尻市全部に来るわけではなくて、集中的にそれぞれどこか

の地区に来るということですから、それはお互い融通し合ってもらえばなんとかなるのではないかということで

ございます。 

それと、確かに少ないのですけれども、今、いろいろマスコミなどを見ていると、こういうふうに集まると、

どうしてもストレスが多くなります。本当なら、現在、塩尻市で実施しておりますが、防災診断のようなことを

していただいて、どこが弱いか、余裕があるのだったら直して、少なくとも自宅でやっていただくということが

一番良いのではないかというふうに考えています。 

○鈴木明子委員 関連で。確かに震災とかが起きた時のことを考えると、塩尻市のように広い地域で、またいろ

いろな地形の中に分散しているのを考えますと、自分の地域からどこかへ避難していくというよりは、やはりそ

の地域で３日間なり何日間なり持ちこたえるというような、そういうことを考えていかないと、橋が落ちたり崖

が崩れて道がふさがったりというようなことも含めて考えると、それぞれの地区を見ていかなければいけないの

ではないかというふうに思っていて、吉田地区の収容人員が結構あるようにカウントされているのですけれど、

田川高校の体育館が大小とカウントされていて、そこだけで５００人以上ですね。田川高校というと川のあちら

側というか、吉田地区としてカウントできるかどうかというようなことも非常にあるものですから、確かに分類

すればそういうことなのですけれども、今、人口がふえている、あるいは密集度の高いような地域での避難施設

というふうに考えると、カウントしていくだけでは、数字的に見れば良いというふうになっていくのかも知れな

いけれど、やはりそういう地域には学校の体育館、身近にある小学校中学校とかのそういう施設、体育館や何か

の拡充なども必要になってくるのではないかと思います。田川高校の体育館の収容人員がけっこう多いですよね。

今度、新設されようとしている広丘小の体育館で２３３人で、田川の小体育館より少し多いくらいの感じなので

すけれど、その辺をもう少し計画を作っていく時に、その辺を考慮した計画にしていったりする必要があるとい

うように。 

拠点の体育館をそこにつくるというような考え方をとってしまうと、やはり予算的な問題でほかへは回らない

ということにもなるので、その辺は少し工夫をしていく必要があるのではないかと考えました。 

○委員長 市のほうでこれに対してどうでしょうか。 

○生涯学習部長 確かに委員が御指摘のとおりで、吉田は道東がほとんどでございまして、道西には昭和５６年

以前になりますけれども、西公民館と四区の集会所がありますが、確かに御指摘のとおりです。塩尻市のように

広い場合は、消防防災課で進めております。どうしても外と遮断されてしまうものですから、ミニ防災組織を活

用していただきまして何度も何度も訓練をしていただいて、もし地震があったらどこに行って、どこへ行くとい

う経路。一番最初は常会の集会所ですけれど、次に公民館、そして学校の体育館という形で順次ステップアップ

していくということ。それと、常に御家族、御近所の方、例えば、もし震度８くらいの地震が来たら、家族の中
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で全部その時に自宅に居るとは限らないものですから、もしあったら、まず最初に自宅に集まって、自宅が駄目

だったら今度はどこの空き地へ行けとか、そういうことをそれぞれ日々の中で御家族の皆さん、それから常会、

さらにもう少し大きいところで決めておいていただければ、少しは避難所は少ないのですけれども、その辺のと

ころで少しカバーしていただきたいと思います。 

広丘小学校のところに、これからふえるのですけれども、飛び込み市民会議のときに、吉田の飛び込み市民会

議のときにかなりしかられまして、吉田四区が近いと言っても広丘の人たちが来るのだから、吉田の人は入れな

いではないかというような、確かにそういう御指摘もありました。 

○古厩圭吾委員 今の避難施設のそれぞれの数値、具体的なミリ単位まで出してくれたのだけれども、これは修

正するところはないですか、お出しいただいたものに。このような立派な数値を出してくれたのですけれど、も

し間違ったり落ちがあったりしたら、今、出してください。直したいと思います。無ければ無いでいい。 

○生涯学習部長 建設予定の部分につきましては面積で若干移動するかもしれませんけれど、これにつきまして

は、塩尻市のホームページにアップしてございますので、そこから取り出してございます。もし、気が付いた点

がございましたら、教えていただければと思っております。 

○古厩圭吾委員 若干言うと、お陰様で広丘だけは予定地まで入れていただいてありがたいことでございます。 

そういう面でいきますと、今回つくる体育館も、予定されているところがどんな数値になるかという数値も出

していただきたいと思いますし、それからえんぱーくは、人は一切入れないということでございますか。もう既

に建設をやってらっしゃるのだが、そういう数値、多くなるが、あまり多くしてはいけないという考えをされて

いるかどうか知らないが。 

それからもう１つ、野村の幼稚園ですね、広丘東といえば。これは全部大人たちが２００人も入れるのですか。

１，３００人というと小学校の体育館並みの収容人員を読んでいますけれども、１けた間違ってはしないか。ほ

かは全部読みをしてきてあって、これだけは延べで出したりしてませんか。 

○スポーツ振興課長 広丘東保育園の建設予定につきましては、これは延べ床でございますので、実際に遊戯室

ということになるとこれよりかなり下がるということになると思いますので、よろしくお願いします。 

○古厩圭吾委員 どうしてそういう数字がこういうところに出てくるのか。他のところは全部遊戯室でやってお

いて、小学校の体育館並みの収容ができるという読みをして、このように単純に読み取れてしまう。こんな立派

な数字を書いてくれてあるけれど、あまりに心配になってきてしまった。これは床面積に、全部人がゴロゴロ寝

ていれば、保育園の仕事は何もできなくなってしまうということになるのではないか。 

○生涯学習部長 これは避難所でございまして、もし地震が発生した場合は、保育園は全部避難所ということで

利用させていただきまして、だんだん落ち着いてきたところで復元していく形です。 

○委員長 私のほうから申し上げますが、ほかの保育園や何かは、塩尻東保育園遊戯室と断定をしてあるから、

トータルで、延べ床で取る場合とまた数字が変わってきてしまうので、古厩委員も言っているように。その辺の

ところは、今後の予定ですが、遊戯室なら遊戯室の面積で計算してほしいということと、それから、えんぱーく

も当然避難施設ということになっているし、今度、仮に新体育館や今の中央スポーツ公園というものができた場

合に、高出がどのくらいになるか、あるいは今の広丘の東とか、これはもう一度また精査をしてやってほしいと

いうことと、一応今回の体育館にも影響がある避難施設というのは問題ですけれども、各区の地区の格差を今後
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は政策的にどのように救済をしていくかということの次の段階での、地域での投げかけにもなってくると思うの

で、これについては。 

○中野長勲委員 松本歯科大はどうなっているのか。 

○委員長 今、中野委員のほうからでしたけれど、松本歯科大学も、そういう時にはどういう対象の立場になり

ますか。 

○生涯学習部長 松本歯科大学とは防災協定を結んでございます。その中で、一応内容につきましては、施設に

ついては協力できることは協力すると。あと主な部分については学生とか職員がボランティアで協力するという

ような内容になっておりますので。体育館は現在のところ、カウントはしてございません。 

○中野長勲委員 防災契約が何ですか、防災協定を。 

○生涯学習部長 松本歯科大学と塩尻市と防災協定を結んでございます。 

○中野長勲委員 結んでいる。 

○山口恵子委員 体育館については体協の方がアンケートとか要望書の中に、塩尻市としての広域な避難施設と

いう位置づけでの要望が上がっていますけれども、もしこの高出地区に建設がされた場合、広域としての避難施

設の役割としてどんなことをお考えになっているのか、聞かせていただきたいと思います。 

先ほど高出地区が、市内で一番面積が避難場所としての面積が低いというお話でしたけれども、特に高出の住

民を重点的に避難させるというお考えなのか、それとも各地域から避難物資などいろいろ運ばれてきたりします

ので、その避難物資の収集とか区分けとか、そういうことに使おうとお考えなのか、その辺、具体的な考えがあ

りましたらお願いします。 

○生涯学習部長 物資につきましては、現在の体育館が主な集配センターになっています。これについては、か

なり広い面積が必要になってきます。それと、もし仮に高出に体育館が建設された場合は、地元の避難所として

も使いますけれども、広域的というのは、地震が発生しますと最寄りの公民館とか小中の体育館に行きます。そ

れで、２、３日、１週間くらいして落ち着いて家に帰れる人は帰ってもらいます。倒壊して全然帰る見込みがな

いというような人たちが出てまいります。こういう人たちを市内から新しくできた体育館のところに来てもらう。

最悪の場合は、中越地震とか、中越沖地震の場合は、その付近の広いところに仮設住宅を建てまして、そちらに

移ってもらって、体育館業務を再開していくという形になると思います。 

○副委員長 先ほど幅広い意見もあって、なかなか議論としては、もっと進めなければいけないと思うのですけ

れども、アンケートの話が出て、アンケートも調査のうちだからやっても良いよと。市長も３，０００人規模で

調査をしても良いというような答弁をしているわけですけれども、例えば３，０００人で調査を実施した場合、

どの程度、調査をするというのは委託してやるのかどうか、いくらくらいかかるのか、今回すぐ出なければ次回、

どの程度、その３，０００人規模での調査をした場合、どの程度の費用がかかるのかとか、明らかにしていただ

きたいと思います。 

○委員長 アンケートに関してほかの委員さんはどうですか。 

○金子勝寿委員 アンケートする、しないは、それとしてまた考えればいいのですけれど、その前に、議会とし

て明確化しないかぎり、どういう論点でどういう体育館をつくるのかということに対して、ここできちんと議論

して、対立軸なりをきちんと作ってから市民にどうですかと聞かないと、ただアンケートで、つくりますかつく



 19 

らないかだと、市民としての判断材料が非常に乏しいと思うのです、議論の中だと。その辺をもう少しここの委

員会でするのが、私は、特別委員会の体育館について議論するということの意味だと思うのですが、アンケート

をとることについて否定も肯定もしませんが、その前の前段として、議会としてどうするのかというのを、もう

少し委員同士で意見を交わしたほうが良いのではないでしょうか。提案ですが。アンケートについてお話しする

のは結構ですが。 

○委員長 ほかにアンケートに関して委員さんの中でどうですか。 

○鈴木明子委員 費用についても、どの程度のものかというのは試算してもらって、それも聞きたいと思います

し、今やっていることとアンケートをとる時の中身にも関係してくることなので、それは並行してやりたいです

けれど。 

○委員長 アンケートについて、これまで私の考えは行政のほうでもいろいろ実施をしてまいりましたし、いつ

の時期にまたこのアンケート調査を実施するかということと、中身を調査していく、答えてもらう。これによっ

て、かなりまた結果も違ってくるものですから、ある程度議会としても、概略的なものがわかってきた段階で市

民の皆さんどうでしょうかと。そういうことになりますと、私は並行してアンケートはもう少し先で、はっきり

申し上げれば、財政のデータも出てきている中も含めて、議会としてはいろいろな項目もきちんとした段階でア

ンケートをやらないと、ただ、つくりましょうか、どうでしょうかと、今、金子委員も言いましたけれども、た

だ単純に賛成反対というのも、今までのいろいろな中で積み上げてきた議論が全然生かせないという形になるも

のですから、アンケート調査はやるならどのくらいの費用でどの時点、そして、どういう内容を市民に問うかと

いうことを、委員の皆さんと今後、具体的な項目を研究しながらいきたいと思っております。 

それから、先ほどからの中央スポーツ公園のところの測量ですが、これが測量したから、ただちに建物が建た

るということではなくて、例の課題に、本当に最適地かということの課題になっている駐車場の問題だとか、構

造的な問題も出てくるものですから、これと、アンケートも両方継続しながら並行的にやっていくべきではない

かというふうに考えているわけでございますが。今日の意見もその辺の出発地点で少し差が出ましたけれども、

そういうことで、中スポについては細かいデータを出してもらうための、当初から出ているように詳細の測量と

いうことなものですから、それはそれで今後の答を出してもらうためのひとつの作業というように理解をして進

めながら、本当にこの体育館を建てることが必要かどうかというのは、この時期ではアンケートという形で、大々

的にまたやっても良いと思います。 

○金子勝寿委員 アンケートをするという前提でお話なさっていますけれど、決めてはいないでしょう、まだこ

の委員会で。 

それは確認しておきたいということで、委員長が今、する前提でお話を進めていらっしゃるようなので。前回

の委員会でも今回の委員会でも、アンケートをやるということはひとつも決めていないですよね。その辺を委員

長に確認をお願いします。 

○委員長 それでは皆さん、私はこのアンケート調査をやれという声が出ているものですから、実施の中身とか

場所とか、先はまだ、私は今ここではなくて、もう少し先でいろいろなことがはっきりしてきた段階で、市民の

声を問うということでやりたいと思いますが、どうでしょうか。 

○青柳充茂委員 今、委員長のおっしゃっているアンケートの内容がよくわからないのです。建設に対してゴー
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か、ゴーではないかのような、住民投票的なアンケートだと、意向調査のようなものだとすれば、なんとなく。

今、イメージされているのはそういうものではないと思うのだけれど。ほかの委員の中から出ているアンケート

の内容というのは、塩尻の体育館のあり方はどういうふうにあるべきかというようなことから始まって、もう少

し元に戻って聞くべきだというような話もあると思うのです。それと、それであっても、やるとしたら時期はど

ういう時期が適切なのかとか、どういうアンケートをやるかという内容によって話が変わってくると思う。今、

中スポと言っているのは、あくまでも体協の皆さんが中心になって考えられた理想の体育館の候補地という話で

すから。もし特別委員会で本当に議論してやるのであれば、そこまで元に戻ってまでもやるかどうかということ

を決めないと話が始まらないのだと思うのです。例えそれが５００万円であっても、無駄遣いはしたくないとい

う思いは皆あると思うので、市民も議員もね。 

○中野長勲委員 それについても、今、議論している測量調査が必要だということは、大事な１つの要素だと思

います。 

○副委員長 私が言っているのは、調査する場合にどの程度の費用がかかるかというのを試算して次回までに出

してほしいということだけです。今やるかどうかをここで決めるとかいうことではない。 

○青柳充茂委員 それはこういうことだと思う。アンケートの内容によって、こういうふうに費用が違いますと

いうことを出してくれればいいということですよ。単純にＡ４、１枚くらいでやるのと、いろいろな分析まで含

めてやるのと、コンサルに頼んでいろいろな分析をやると、アンケート結果の分析まで含めてやるとまた全然違

ってきますから。デリバリーだけ以外の費用がかかると思うのです。 

○副市長 今、青柳委員が言われたように、それこそ職員でできるものか、専門的な分野までの突っ込んだデー

タをやるべきであるという案と、例えば単純に計算したら、８０円で、８０円で返ってきますから、１６０円郵

送代がかかるわけです。プラス印刷代ですから、印刷はそれこそ庁内でやっても良いですし、あと紙代は若干か

かりますけれども、最低のコストはそれでできるわけです。ただ、どういうデータがいるかということによって、

アンケートの、先ほど言いましたように内容が変わってくると思いますので、設問も委員会の皆さまの代表の皆

さまと、うちのほうの事務局で案を作りなさいと言えば、それこそ職員が手作りでできると思いますけれども、

その辺をもう少し専門的な解析が必要だという話になれば、委託料を若干いただきたいということです。それを

データで出せと言えば出しますけれど、もう少し前提というか条件を絞っていただければ出しやすいかと。 

○塩原政治委員 今、行政側からの答は、要するに５００万円を調査費として使わせてもらっていいかどうかと

いう話が出ているのであって、基本的にはそれによってもっと詳しいデータ設定、予備設計のようなものをして

いきたいと。そういう形のものが出てくるのではないかと。ただ、それで良いのか、あるいはその５００万円を

他に建てる３カ所なら４カ所の予定地のほうで、同じような調査をして、そういう頻度を比べてみるかどうかと

いうのは、今とにかく求められているのはそこではないかという気がするのです。そういう意味では、そういう

ことをまずどうするか決めてもらって、それからいろいろな議論をしていく。例えば、役所側から、行政側から

出された大きさにクレームをつけるとか、良いか悪いかとか、そういう話は議論をしていくことになると思うけ

れど、まず調査をしていかないと進まないということを提案しているわけですよね。それで進めていきたいと思

っているわけですよね。そのほうを自分も委員長にお話ししたのは、それをできるだけ、少なくとも９月くらい

までに出してほしいということで受けているものですから。要するに、調査を今のところでやってものを進めて
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いくのか、あるいは７カ所あるところを５カ所に絞ってとか、３カ所に絞って調査をしていくかのほうをまず議

論してもらったほうが、進むものは進んでいくかなという気がしますけれど。 

○委員長 今、議長のほうから話がございましたが、その考え方は私が先ほどから申し上げているとおり、市か

ら提案されているとおり、この測量ということに対してまず判断をしていくというか、市からそういうことを求

められていますが、委員の中ではやはり基本的なスタンスのところからアンケート調査をと、意見が２つになっ

ているのです。私は今申し上げているのは、どちらを捨てて、どちらをではなくて、当然このデータを作る中で

も測量調査というのは大事だから、１つのデータ作りということでこれも認めていただいて、アンケート調査も

この項目ひとつ決める、あるいは何を決めるにしても相当論議しないと、非常に誘導的な要素も強いし、やる時

期によってもかなり変わってくるものですから、私はそういうことで両方、実はそういう意見なら取り上げなが

ら、この体育館の測量調査は、やはりこれはタイムリミットの問題も出てくると思うので、１つのデータを出す

という基本の中で理解をしていただければどうかと思いますが。どうでしょうか。 

○青柳充茂委員 話が３月の予算の議会に戻ってしまうのです、どうしても。けれど、今、微妙な違いというの

は、あの時の付帯意見は、あるいは市長の答弁は、測量で使い切るというものではないと言ったことなのです。

その使い切らない残りは何かというと、アンケートに使っても良いという話なのです。そこに、特に予算を修正

しようとか、認めない側に回った人たちというのはそういうところにあったと思うのです。だから、両方やって

いくという話は白木委員も言っていたけれど、自信をもってやっていってくれればいいのだけれど、こうやって

諮られると、やはり少しそれは待って、少し違うのではないのかという話になってしまうのです。それは、委員

会として結論を出すのなら、もう少し、きょうは無理だけれど、もう１回でも２回でも３回でも必要なだけ議論

をして、最後は決をとるしかないと思います。今の話を委員長がそう思うけれどどうかと言って、ではここで測

量はやって良いと。２５０万円かどうか知りませんけれど、その時にまた市がどういうふうにやってくるかわか

らないけれど、３００万円は使って良いと。では、そういう測量をやってくださいと認めて、あと２００万円残

っていますとか、あるいは足りなかったら補正で増額してでもこういうアンケートをやりましょうという話にな

るならそのようにやりますと、もう少し明確に論点を決めて、それで最後は決をとってやっていかないと、玉虫

色とはいかないと思うのですけれど。諮られた以上はきちんとしていかなければ。 

○委員長 測量のほうは既に議会で認めているから、これは良い悪いということよりも、やはり私もやってほし

いというのは、自信をもってということもありましたけれど。それと、先ほど言ったように、アンケートの問題

がどうしても委員さんの中では２極化してしまっているものですから。それでも、やはりアンケートというのは

１つの誘導尋問に近いものですから、その設問から始まって、いろいろな項目によってどういうデータが出てく

るかわかりませんから。だから、その審議を含めてやると。 

○古厩圭吾委員 もう少し委員だけで少し意見交換をして、議会はどんな筋を引くかなという部分も、ある程度

見えるような方向を検討するべきではないですか。ある種の同床異夢ではないが、外へ見えるところは同じかも

しれないが、中で考えていることはあるので、違う部分もかなり含んでいるので。議会はこういう思いもあるよ

ということを、そういう話をしたほうが良くはないか、このメンバーで。 

○中野長勲委員 アンケートの話からいろいろと出てきたのだけれども、この委員会でアンケートをやるのかと。

常任委員会もあることですし。その辺のところも含めながらやるには、とにかく、この委員会に今投げられてい
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るのは測量調査をどうするかと、根本がそこなので。それができないと、アンケートもたたき台もできないよう

な気がする。中身も、アンケートは非常に難しいと思います。果たして我々のこの委員会でアンケートのことを

やって良いのか疑問に思うし、その辺のところをもっと詰めて、私は測量をしていただくのが、自信を持って測

量していただくのが妥当だと思っていますけれど。今もこれから議論が足りないという意見もあるものですから。 

○丸山寿子委員 委員の中で議論を尽くしたいというのは同様の私も意見です。 

アンケートについてですけれど、アンケートは福祉教育委員会の３月の時に、市長が、必要ならそれはやると

いうことは市長のほうから答弁があったので、それは、やるかやらないかも含めて私たちの中で議論をして、こ

ういうことを盛り込んでくださいということで私たちが作るというよりは、こういう内容を入れて欲しいとかそ

ういったことは意見を出すにしても、それは、やはり行政側がアンケートはやるものだと思うのです。まず前段

では、とにかく委員の中で。 

○青柳充茂委員 今、中野委員がおっしゃるように、アンケートなどやる必要あるのかという意見もあると思う。

だから、そういう議論をやって、やるかやらないかはここで決めれば良いのです、特別委員会で。体育館のこと

をテーマにしているのですから。 

○金子勝寿委員 アンケートは論点として良いのですけれど、その前に先ほどの繰り返しになりますが、体育館

が調査費を認めるに値するかどうか、もう少し財政的な面で、せっかく維持費が出てきたので、では、年間の一

般会計予算のうちの何パーセントを占めるのかと、将来的に。その辺きちんと人口の推移と、これは何度も私は

申し上げてきましたけれど、その辺を踏まえて議論をしていかないと、いろいろ慎重な委員の皆さんもその辺が

一番注視されている点だと思うのです、市民から。その辺のデータも含めて、それからアンケートで、やるやら

ないは別として、という点のほうが良いと思います。先にアンケートありきのような議論は、少し論点が深まら

ない中で市民に聞くというのは、やはり議会の機能として果たしているのかという疑問はあります。委員長、そ

の辺はぜひ置いて、審議の進め方をお願いしたいと思います。 

○委員長 大変難しい御意見が出ておりますので、次回は委員同士でもう少し腹を割った、いろいろなアンケー

ト、測量について、考え方をしっかり意見交換をしたほうが良いと思います。そういうことで、次回はアンケー

トとこの測量に絞りまして議論を深めて。 

○鈴木明子委員 どういう体育館かということを議論して欲しいのです。 

○委員長 どういう体育館かという一番原点の話が出ているのと、もう既にこちらは最適地で、市のほうはここ

だから測量をやって欲しいという、既に最初のベースが全然委員の中で違っているではないですか。だから、そ

れをどうするかという問題と、それから財政の問題もまだデータが出てこないという、これまで出ていますから、

最終的にはそれも踏まえてどうするかというのが最終的な判断になるものですから。だから、並行してそれも検

討、アンケートのほうもしながら、測量調査のほうも進めるべきだと、私はそういう考え方だけれども、そうで

はないという方もいる。では、どうしましょうか。 

○今井英雄委員 どういう体育館だとか、先ほども出ているが、各地区の防災を兼ねた体育館もそういうことも

含めてやるなら良い。大きいものだけをやっていれば、そういうことも含めて議論するということでしょう。 

○白木俊嗣委員 そういう問題ではなしに、今回出ているのが、予算をどうしていいかという議論だから、それ

は分けて考えなければ。この問題について議論して、そのあと今度はそれが本当に適切だったかどうかというこ
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とを、アンケートでも何でもしても良いと思う。２段階でそれをやらなければ。とりあえずはこの測量調査をし

ていいかどうかということだから。それが済んでから、それが適地ではないとしたら、それだったらほかにあと

４つの候補地があれば、それはどうだということで議論をして、市民からアンケートで市民の皆さんどう思うか

というような議論をしていかなければ。少し筋が違うと思う。 

○山口恵子委員 行政の市のほうの説明だと、９月までにはこの調査費を執行するのに、やはり判断をしてもら

わないと、逆算をしてという行政側のこの間の説明で。それで実際、今回この調査をするということに対して、

この適地、最適地かどうかの確認。例えば確認が調査の段階で、途中で適地ではないということであれば、途中

で調査も断念できると、市長はおっしゃっていましたよね、前回。 

○青柳充茂委員 今、こういう議論をしたいということだと思う、先ほどの話は。もう少し委員だけでもいいか

ら議論をざっくばらんにやって、それで実際の実行ができるところへ持っていこうと、結論を出していこうとい

うことだと思うので、きょうはこのままやるわけにはいかないでしょう。だから、今日はここで閉めて、次、も

う１回いつやるか決めて。 

○中野長勲委員 私は結論が出ている。 

○青柳充茂委員 まだみんなが議論を尽くされていない。個人的には。 

○中野長勲委員 この委員会でどんな体育館が必要だとか、アンケートの内容がどうのこうのとかいうことは、

私はやぶさかではないと思う。それは違う委員会でやれば良いのだから。 

○青柳充茂委員 それは御意見として聞いておく。そういう議論を皆でやる。 

○金子勝寿委員 白木委員のおっしゃっていた部分で、予算としては３月で認められたわけですよね。その前提

で、ここの委員会でもう一度この予算についてやるやらないというような議論というのは、それはおかしいとい

うことで良いのですか。その辺。 

○青柳充茂委員 それは良いのだけれど、それは、副市長がおっしゃっているように、そうは言っても、皆さん

に、やはり協議しながら、御理解を得ながらやりたいと言っているのだから良いではないか、それで。そこを言

ってしまうと、この会議そのものが必要がないということになってしまう。 

○金子勝寿委員 決裁と執行は別なのだから。 

○青柳充茂委員 私も自信もってやってくださいと言ったけれど、やれば良いのにやらないで、相談してくるの

だから、これでやっていればいい。 

○副市長 決して自信がないとかそういうことではなくて、自分たちはあそこが最適地だと思うから、それなり

の調査をして、よりそれを、今、委員さんが途中で駄目ならどうするのと言うから、駄目ではないように課題を

解決していかなければいけないという話になると思います。自分たちは、今までの説明した経過でも、何カ所か

調査をやって、調査といっても調査の種類がいろいろあると思いますけれど、だんだん絞ってきて、うちとして

はあそこが良いと思うと。だから、より詳細なデータを作りたいのだというので、予算要求して議会でお認めを

いただきましたけれども、ただ条件として、これを執行するには、議会の同意が必要だとおっしゃるので、うち

のほうも体育館については大きい問題ですから、特別委員会を作っていただいて御協議をお願いしたいと言った

ら、議会のほうでは、いや地域開発でやっていただけるという話ですから、では地域開発でお願いしたいと。し

かもそういう意見がついている予算ですので、これはぜひ委員会の皆さんからいろいろ御指導いただきながら進
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めていくのが、私たちのあれではないかと。ただ、行政の都合を言って恐縮ですけれど、予算を執行できるとい

うと、せめて９月くらいまでには方向性を御指導いただかないと、なかなかそれから予算、業者を決めて、実際

に現場へ入ってやるという話になると、そのくらいかということですので、決して自信がないので投げかけたと

いうことではないので、その辺は御理解いただきたいと思います。このままやってしまってももちろん問題はな

いと思いますけれども、ただ、付帯意見というのはやはり尊重すべきではないかということでやらせていただい

ているという、そういうことです。よろしくお願いします。 

○委員長 きょうのところは、そういうことですね。 

それでは、次回は早い機会にもう少しこの辺について。事務局のほうでどうですか。 

○議会事務局次長 ここで次回といっても、日程は検討していないものですから、また担当課と打ち合わせしな

がら検討したいと思いますけれど、追って御連絡していきたいと思っておりますので、お願いします。 

○委員長 きょうは事前に日程の把握等、難しいようでございますので、また、議会の日程等を見まして、支障

のない時にお願いしたいと思います。 

それでは、きょうの議論はいろいろ出ましたけれども、結論は出ませんでしたけれども、また次回この測量、

アンケートについて議論を深めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、理事者のほうであいさつがありましたらお願いします。 

○副市長 慎重な御審議をいただきまして、ありがとうございます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２ その他 

○委員長 失礼しました。その他の議題が１つございますので、事務局のほうからお願いいたします。 

○議会事務局次長 塩尻市体育協会から地域開発特別委員会のほうへ、懇談会の開催ということで依頼文書が来

ておりますので、ここで配付させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは、一応、今お配りしたようなことで申し込みがされています。お互いに理解を深めていきたいという

ことで懇談会の開催をということの要望でありますので、まずこれは開催するかしないかということを、受けて

いただけるかどうかということを検討していただきながら、できるのだったら、またいつ頃というところの日程

調整を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 今、それぞれの委員さんのところへ懇談会の開催ということで体育協会のほうで懇談会のお願いをし

たいと、場を設定してほしいと、こういうことでございます。市の事務局のほうでは何人くらいという話を聞い

ていますか、体育協会のほうで、出席者は。 

○議会事務局次長 少し待ってください。 

○白木俊嗣委員 そんなものはいいです。まだ、このような議論の中で慌ててやることはないと思う。そのまま

にしておけばいい。 

〔「一回も傍聴にも来ない」との声あり〕 

○青柳充茂委員 基本的には拒絶するものではないけれども、まだ時期ではないから、良い時期をみて。 

○委員長 ということでよろしいですか。 

それでは懇談会は拒絶はしませんが、時期的にはもう少し先へ行ってまた事務局と調整をして考えていきたい
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と。今の段階では市そのものの基底がしっかりしていない中で、議会もまた懇談したら余計混乱するかもしれな

い。そういうことで、開催はしますが、設定は先になるということで、よろしくお願いいたします。 

それではそういうことで良いですね、懇談会は。 

では、これで閉めたいと思います。 

 それでは、理事者のほうからありましたら、お願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者あいさつ 

○副市長 どうも、慎重な御審議をいただきましてありがとうございました。重要な議案だけに方向付けも大変

難しいと思いますので、またしっかりと議論いただいて御指導をいただければありがたいと思いますので、今後

ともよろしくお願い申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 

○委員長 どうも御苦労さまでございました。 

午後５時００分 閉会 
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